
（注）備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。  

令和６年度政務活動費収支報告書  

 

会派名  中津川自民クラブ   

 

１  収   入   政務活動費  １，３２０，０００円  

 

２  支   出  

（単位 :円）  

科    目  金     額  備       考  

調 査 研 究 費    305,925 

・ 視 察 調 査 （ 伊 賀 市 、 甲 賀 市 2 / 4～ 5）  

交 通 費 2 3 6 , 6 4 5円 、 振 込 手 数 料 8 8 0円  

宿 泊 費 6 8 , 4 0 0円  

研 修 費 318,960 
・ 研 修 費 （ 東 京 都 11/5）  

交 通 費 3 1 8 , 0 8 0円 、 振 込 手 数 料 8 8 0円  

広 報 費   

広 聴 費   

資 料 作 成 費   

資 料 購 入 費   

合 計 624,885  

  

３  残   額     ６９５，１１５円    
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中津川自民クラブ視察報告 

◆視察先：三重県伊賀市 
◆日 時：令和 7年 2月 4日（火）午後 1時 30 分～午後 3時 30 分 
◆参加者：岡﨑隆彦、吉村浩平、宮嶋敏明、鷹見憲三、勝彰、吉村俊廣 

吉村孝志、林友義、小池菜摘 
     ＊島﨑保人、長谷川透は、公務のため欠席 
◆視察内容：通年議会について 
◆目的  当市においては、議会が定例会方式で行われているが、年間を通して

安定した議会運営を行うため、通年議会の取組みについて研修を行
い、当市の議会に活かしたい 

《伊賀市の概要》 
京都・奈良・伊勢を結ぶ大和街道・伊賀街道・初瀬街道を有し、古来より都
（飛鳥、奈良、京都など）に隣接する地域として、また、交通の要衝として江
戸時代には藤堂家の城下町や伊勢神宮への参宮者の宿場町として栄えてきまし
た。このような地理的・歴史的背景から京・大和文化の影響を強く受けながら
も独自の文化を醸成し、伊賀流忍者発祥の地、俳聖松尾芭蕉や横光利一のふる
さととして、また、吉田兼好ゆかりの地としても広く知られており歴史文化の
薫る地域となっています。こうしたことから、三重県は東海地域に属している
ものの、「伊賀は関西」という考え方が古くから定着しています。 

 
《伊賀市の沿革》 
平成 10 年 5 月に伊賀地区の各市町村の議会議員 95 名による「伊賀を考え 

る議員の会」が設立され、市町村合併の研究が進められてきました。平成 12 
年 10 月には同会から各市町村に任意の合併協議会への参加要請がありました。 
この要請を受けて、上野市・伊賀町・島ヶ原村・阿山町・大山田村・青山町の 
6 市町村は平成 13 年 2 月に任意の協議会「伊賀地区市町村合併問題協議会」を 
設立し、同年 5月には全国初の合併重点支援地域の指定を受けました。 
平成 14 年 6 月には名張市も任意協議会に加入し、伊賀地域全域での合併協議も進
みました。その後 10 月から平成 15 年 1 月にかけて住民説明会を開催し、任意協
議会での決定内容や法定協議会の設置に向けての住民の理解を求めました。とこ
ろが 2月に名張市が行った合併の賛否を問う住民投票では、反対が賛成を上回り
法定協議会に参加しないこととなりました。 
同年 3月には、6市町村議会で法定協議会の設立の議案が可決され、4月から法定
協議会「伊賀地区市町村合併問題協議会」を設立し、新市建設計画の策定および
合併に関する協議を整えました。 

             

  

伊賀市 
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◆通年議会の取組みについて 
①通年議会の導入に向けて平成 26 年 10 月から議会活性化推進会議を開催し通
年会期制について新たな課題として取り上げた。 

②通年議会の 2つの方式 
〔定例会を年 1回とする方式〕 
・条例で定例会の回数を 1回とする 
・議決により会期を約 1年に決定する 
・毎年、首長が議会を招集する 
・首長の招集によらずとも議長の判断で本会議を開くことが可能（1年間） 
・定例会は年 1回 
・会期はほぼ 1年 

〔通年の会期方式〕 
・条例で会期（1年）と定例日を定める 
・実質 4年に 1回、首長が議会を招集する 
・首長の招集によらずとも議長の判断で本会議を開くことが可能（4年間） 
・定例会、臨時会の区分がない 
・会期は 1年（切れ目がない） 

③通年議会のメリットとデメリット 
〔メリット〕 
・災害時に速やかに対応できる ・委員会所管事務調査の更なる活用 
・専決処分の減少       ・十分な審議時間の確保 

〔デメリット〕 
・会議開催の増加による経費増  ・議員活動への影響 
・一事不再議の原則適用の長期化 ・議会事務局の負担増 

④専決処分について 
専決処分の現況を確認（地方自治法第 179 条第 1項）した。 
・市税条例の一部改正 
・国民保険税条例の一部改正 
・特別会計の繰上充用 

⑤議会活性化推進会議において、令和４年６月に通年会期制を採用している市
の状況を調査し、７月に四日市市議会事務局へオンライン視察を行い、議員
全員協議会において、地方自治法第 102 条第 2項による通年議会の導入を決
定し、以下の改正等を行った。 
・伊賀市議会通年議会実施規定の制定 
・申し合わせ事項の一部改正 
・定例会の回数を定める条例の一部改正（議員発議） 
・会議規則の一部改正（議員発議） 
・定例会の招集に関する規則の制定（執行部） 
・令和 5年 7月 18 日通年議会の開始 
 

◆通年議会の開始 
・定例会を年 1回、会期を通年とし、1年を通して議会を開会する。 
 

◆会議の呼称など（会議規則・通年議会実施規定） 
【開会会議】  定例会の招集により、最初に開く会議 
【定例月会議】 6 月、9月、12 月、2月に定例的に開く会議 
【緊急会議】  定例会議以外に必要が生じた際に緊急に開く会議 
【閉会会議】  閉会に際し、必要に応じて開く会議 
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◆通年議会導入による効果と課題について 
〔効果〕 
・緊急事件に対し迅速に対応可能 
・議会の行政に対するチェック機能の強化 
・委員会活動の活性化 
〔課題〕 
・通年議会の意義とは 
・改めて専決処分事項を検討 
・議会事務局職員の事務量増加 
 

◆質疑応答 
（問）通年議会の導入について市民への説明はされましたか、された場合市民の

方の意見はどのようなものがありましたか。 
（答）市民への説明は行っておりません。 
（問）通年議会の導入により議会事務局職員の人員の補充をされましたか。 
（答）補充等はしていません。 
（問）議員の活動は、議会の会議だけではなく他にも多種の活動があると思いま

すが、影響などは出ていませんか。 
（答）今のところ出ているということはありません。 
（問）行政視察や委員会視察は、今までどおりできていますか。 
（答）通年議会となったことにより変更したということはありません。 
（問）災害時に速やかに対応できるというメリットがあるということですが、災

害が起きたとしてどの時点で対応されますか。 
（答）大きな災害が起きておりませんので想定になってしまいますが、通常開催

ですと会期を待って対応ですが、通年ですと首長が明日開催といえばでき
るというメリットがあると思います。 

（問）通年議会の導入による効果のなかに委員会活動の活性化とあり、12 回が 28
回になったとの説明でしたが、内容はどのような内容ですか。 

（答）主に所管事務調査です。 
（問）休日議会の規定は決めてありますか。 
（答）議決であるために規定にはありません。 
 
◆視察まとめと所見 
・メリットとしては、災害時に速やかに対応できることや、専決処分の減少、十
分な審議時間の確保、デメリットとしては、会議開催の増加による経費の増、
一事不再議の原則適応の長期化、議会事務局の負担増などであるが、当市のよ
うに定例会方式の運営方法と大きな違いはないように感じました。 

 しかしながら、会議規則・通年議会実施規定、申し合わせの主な改正など議論
しなくてはならない事項も多くあり、まだまだ検証しなければならないと思い
ます。当市の議会の資質向上に向けて、他の先進市への視察も考えたいと思い
ます。 

 
 



1 

 

中津川自民クラブ 行政視察報告 

 

日   時  令和７年２月５日（水）午前１０時００分～午後０時００分 

場   所  滋賀県甲賀市 

視察内容  奨学金返還支援事業について 

参 加 者  鷹見憲三、勝彰、岡﨑隆彦、吉村浩平、吉村俊廣、吉村孝志 

      宮嶋寿明、林友義、小池菜摘 

          （島﨑保人議長、長谷川透副議長は公務のため不参加） 

 

【甲賀市の概要】      

                   甲賀市は、関西圏東端の滋賀県最南部に

位置し、大阪・名古屋から７０㎞、京都

から４０㎞で近畿圏と中部圏をつなぐ広

域交通拠点で、国道１号線の他、新名神

高速道路が横断し、市内に３つのＩＣが

あります。琵琶湖の源流にあり、２０２

２年には甲賀市を主会場に全国植樹祭が

開催されました。市内売上高の６割以上

が製造業という「ものづくり」のまちで

あり、製造品等出荷額は約１兆円で１７

年連続滋賀県内第１位になるなど多様な

分野の製造業企業が集積しており、昼夜

間人口比率は１００％を上回っています。

地場産業としては、信楽焼や薬業、茶な

どです。市内には、新名神甲賀工業団地

（約１９ｈａ）があり、約９，０００人

が勤務されています。人口は、８７，７

４１人、面積４８１．６２平方キロメー

トルです。 

 

【視察の目的】 

 甲賀市の奨学金返還支援金交付事業は、企業に就労している人材に対して大学等の奨学金

返済を支援することにより、企業の人材確保につながるものです。当市においても企業の労

働力不足が大きな課題であり、この奨学金等返還支援金交付事業を視察し、当市の企業労働

力確保につなげていきたいと考えます。 

甲賀市 

琵琶湖 

https://www.bing.com/maps?q=%E7%94%B2%E8%B3%80%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8&form=ANSPH1&refig=437AD2AD40804D7A971A48AE303097BB&pc=EDGEXST&adppc=EDGEXST&pq=%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%8C%E3%81%97&pqlth=4&assgl=12&sgcn=%E7%94%B2%E8%B3%80%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8&qs=SC&sgtpv=SC&smvpcn=0&swbcn=10&sctcn=0&sc=10-4&sp=2&ghc=0&cvid=437AD2AD40804D7A971A48AE303097BB&clckatsg=1&hsmssg=0
https://www.bing.com/maps?q=%E7%94%B2%E8%B3%80%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8&form=ANSPH1&refig=437AD2AD40804D7A971A48AE303097BB&pc=EDGEXST&adppc=EDGEXST&pq=%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%8C%E3%81%97&pqlth=4&assgl=12&sgcn=%E7%94%B2%E8%B3%80%E5%B8%82%E5%BD%B9%E6%89%80+%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8&qs=SC&sgtpv=SC&smvpcn=0&swbcn=10&sctcn=0&sc=10-4&sp=2&ghc=0&cvid=437AD2AD40804D7A971A48AE303097BB&clckatsg=1&hsmssg=0
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≪甲賀市の奨学金返還支援金交付事業≫ 

甲賀市は、多くの就労支援施策を行っています。 

◆市民の就労支援 

○女性の就労支援 

  ・女性の３０～３４歳で就業率が低くなっており、結婚、出産、子育て期に離職する女

性が多いため、「女性活躍推進のためのお仕事フェア」を開催し、就労を希望する女

性と企業等とのマッチングの機会を提供し、Ｒ６は参加企業１２社、参加求職者５０

人で８人が４社に内定。 

 ○障がいのある人の就労支援 

  ・障がい者就職面接会を行い、企業とのマッチングの機会を提供し、８人が４社に内定

している。 

 ○非正規雇用者、就職氷河期世代等の就労支援 

  ・再就職や正社員をめざす市民向けの資格取得にかかる資格取得支援事業補助金を設け

ている。（上限 年５万円・補助率は１／２又は２／３） 

 

◆企業の人材確保支援 

○滋賀労働局との雇用対策協定 

  ・令和６年３月に市内事業所の人材確保と働く人の活躍支援のため、厚生労働省滋賀労

働局と雇用対策協定を締結。 

 ○奨学金の返還支援 

  ・市内事業所に勤める従業員に対し、本人が返還した奨学金額の一部又は全部を補助し

ており、市内企業の求人活動にも活用されている。 

  「対象」  市内企業に正規雇用され、市内に居住する方。 

  「支援金額」総額１００万円以内／人（各年度２０万円以内×５年間） 

  「補助率」 ワーク・ライフ・バランスの推進に関する各種公的認証登録企業は返還額

の７５％、小規模企業者の従業員は１００％ 

 ○合同就職面接会・企業説明会の開催 

  ・湖南市、伊賀市との合同開催を行う。 

・甲賀市独自開催により、女性活躍推進のためのお仕事フェア、障がい者就職面接会、 

認定こども園・保育園等ＪＯＢフェアの開催。 

 ○女性の起業・キャリアアップ支援事業 

  ・働き方を変える！私のお仕事再構築講座を開催している。市内の女性が経済的・精神

的に自立し、地域経済を担う一員として活躍するきっかけを提供する座談会、連続セ

ミナー、ワークショップを実施。 

  ・女性の資格取得補助金（１０，０００円）を交付している。 

  ・女性のスキルアップ支援補助金（８，０００円）を交付している。 
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 ○ワーク・ライフ・バランス推進事業 

  ・イクボス宣言企業１１２社、イクボスＫＯＫＡネットワーク加盟企業１８社 

 ○外国人材の雇用支援 

  ・日本語初期指導講座や災害時多言語情報センター、多文化共生センターを設置し、外

国人が働きやすい環境を整備している。外国人人口４，５１４人。 

  ・外国人材受入れセミナーを開催し、多文化共生施策、入管法改正、外国人材獲得・定

着に関するノウハウなどを支援している。 

  ・企業ネットワーク構築を行い、外国人材を雇用している又はこれから雇用しようとす

る企業が集まり外国人雇用の課題や悩みを共有できるネットワークを構築し、円滑な

外国人材の雇用、人材確保に寄与していく。 

 ○２０歳のつどいアンケートの実施 

  ・１０年後の甲賀市に住んでいたい方は５７．６％であり、人材を求めている企業は多

くあるのに若者には働く場所がないと認識されていた。 

 ○モノづくりへの関心の醸成 

  ・ゲストティーチャー事業を行い、企業従業員が小学校で出前講座を行い、地元企業の

ことをよく知る機会となっている。また、モノづくり人材の育成、従業員のモチベー

ションの向上、地元愛の醸成等にも寄与している。 

  ・地域一体型オープンファクトリーを開催し、製造現場を公開、学生がモノづくりへの

関心を高めるとともに市内企業のことをよく知る機会とする。 

  ・地場産業次世代人材創出事業を実施し、信楽中学生カンパニー、信楽焼インターンシ

ップ、つちのこプログラムなどを開催している。 

 

【奨学金返還支援事業】 

 ○主な目的 

  １．甲賀市出身の若者の市内企業・事業所への就職と市外からの若者の転入を促進する

とともに、市内企業・事業所におけるワーク・ライフ・バランスの推進や市内小規

模事業者の人材確保を図る。 

 ○支援金額 

１. 総額１００万円以内／人 （各年度２０万円以内×５年間） 

２. ワーク・ライフ・バランスの推進に関する各種公的認証登録企業は返還額の７５％、

小規模企業者の従業員は１００％の補助率 

○国の支援 

  １．特別交付税措置がある。上限１億円。 

 ○制度設計において留意した点 

  １．国の要綱の範囲内で対象が幅広くできるように市内で正社員就職、市内居住の者で 

あれば、ほぼ全員を対象とする。 

  ２．長期間（５年間）の支援とし、就業の継続と就職先への定着を図る。 
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  ３．就職後ではなく、採用内定後に最長６０月の支援を約束し内定辞退の抑止を図る。 

  ４．補助率優遇により、市内企業・事業所における働き方改革の推進と市内小規模事業 

者の人材確保を図る。 

 ○支援要件 

  １．高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校を卒業（見込み）又は中途退学され

た者 

  ２．甲賀市内に住民登録している者（転入予定者を含む） 

  ３．甲賀市内の企業・事業所に正社員として就職する者 

  ４．市税（市民税・固定資産税・軽自動車税）の滞納がない者 

 ○支援対象となる奨学金等の種類 

  １．独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学資金 

  ２．都道府県が貸与する奨学資金及び修学資金 

  ３．都道府県教育委員会が貸与する奨学金 

  ４．都道府県の社会福祉協議会が貸与する生活福祉資金（教育支援資金）及び修学資金 

  ５．上記１～４のほか、これらに準ずるものとして市長が認める奨学金等 

 ○制度導入後の市内企業就職者の推移 

   令和３年度  企業数１６社、人数２１人 

   令和４年度  企業数２０社、人数２６人 

令和５年度  企業数２５社、人数３０人 

令和６年度  企業数２８社、人数３０人 

 ○奨学金返済支援事業の予算額の推移 

   令和３年度   ４，５００，０００円 

   令和４年度   ５，０００，０００円 

令和５年度   ８，２００，０００円 

令和６年度  １４，４００，０００円 

 

◆質疑応答 

 Ｑ 中途採用の方は対象となりますか。 

 Ａ 条件としては、甲賀市内に住んで甲賀市内で働いてもらうだけですので、奨学金を返

還されている方であれば年齢、新卒・中途も問わず対象となります。 

  

Ｑ 中津川市の財政力指数は０．５ですが、甲賀市の財政力指数を教えていただけますか。 

 Ａ ０．７を少し下回る状況が続いております。 

  

Ｑ 奨学金返還支援事業のパンフレットを見てみますと、対象者は転入予定者も含むとあ

りますが、この制度により他市から転入される方はみえますか。 

 Ａ 市内就職者の約３割の方が就職と同時に市外から転入してきますが、この制度があっ

たから転入してきたかどうかは、これからの調査となりまして把握できておりません。 
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 Ｑ 企業側からこの制度が有効である、また、有難いとの声があり、百数十社がこの制度

を活用して求人募集をしていると思いますが、どのような募集活動をしているか具体

的にお聞きしたいと思います。 

 Ａ 企業が学校を訪問されるときにチラシを配っていただくようにお願いしていますし、

内定通知にチラシを一緒に入れる企業もあります。就職してからこの制度を知った方

もみえますので、企業また学校を通じた広報活動に力を入れていきます。 

  

Ｑ 女性の資格取得補助金、女性のスキルアップ支援補助金というのがありますが、どの

ようなものか教えていただきたい。 

Ａ 女性のスキルアップ支援補助金というのは、正規雇用されていない方で正規雇用につ

ながるような資格、資格は特に限定をしておりませんが、二分の一の約８万円程度を

補助しております。女性の資格取得補助金というのは、正規雇用の方が仕事に必要な

資格、これも限定しておりませんが、二分の一の補助をしております。 

 

 Ｑ 資格取得補助金は企業へ支払われるかお聞きしたい。 

Ａ 企業向けの補助金は企業へ支払いますし、市民向けの補助金は個人へ支払います。 

 

Ｑ 子育てで離職される方が見えると思いますが、子育てが落ち着いた後、再度就職でき

るような取り組みは行われてみえますか。 

Ａ 女性のキャリアアップ支援ということで、働くという選択肢が感じられるセミナー、

また、先輩ママさんで働いている方、起業をされた方を招いて座談会を行っています。 

  

Ｑ そのセミナーに関しての質問ですが、甲賀市も市町村が合併した市と思いますが、主

に何処で行っているか教えていただきたい。 

Ａ 主には市役所近辺の会場で行っています。 

 

Ｑ 奨学金の借り入れで１００万円に満たない方もみえますか。 

Ａ 高卒の方などは１００万円に満たない方もみえます。最初の想定としては、当時の国

の調査で一カ月の償還金が約１万７千円と数字が出ましたので、それに合わせて計算

し１００万円としましたが、実際にはそれ以下の方もみえますので返還の実績により

支援しております。 

 

Ｑ 現状の転入の見込みと近隣市の同じような取り組みはあるのか教えていただきたい。 

Ａ 約３割の方が就職と同時に市外から転入して来ることに、今後も期待しております。

同じような取り組みを始めた自治体もありますが、２年で２４万円という取り組みと

なっておりますので、甲賀市の５年で１００万円は大きい金額だと思います。甲賀市

の福祉の増進を図っていくために、しっかりとした体制を整えていきたいと思います。

先駆けてこの規模で行っていくことに意味があると考えます。 
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◆まとめ・所見 

  全国的にも企業労働力不足が大きな課題となっています。当市においても、その課題解

決に向けて最大の努力をしていく必要があります。加えて、数年後にリニア中央新幹線

の車両基地も稼働となる運びであり、更に労働力不足に拍車がかかると考えられます。 

  今から、その対策を検討することが必須であり、甲賀市の奨学金返還支援事業が課題解

決の参考事例だと考えます。東京都においても、教員不足と技術系職員の不足により奨

学金返還支援事業を開始される予定であり、当市においても速やかに検討していくこと

が必要と考えられます。 
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中津川自民クラブ会派視察報告 

 

【視察研修項目】 政治分野におけるハラスメントの防止について 

【視察研修期日】 令和６年 11 月 5 日（火）午前 11 時〜 

【視察研修先】  衆議院議員会館 

【視察研修参加者】 

 鷹見憲三、勝  彰、岡﨑隆彦、吉村浩平、吉村俊廣、吉村孝志、長谷川透 

宮嶋寿明、林 友義、小池菜摘 ※島﨑保人は公務のため欠席 

【視察目的】 全国的にもハラスメントの防止が喫緊の問題であり、その対策について 

    研修を行う。 

【視察内容】 

 「政治分野におけるハラスメントの防止について」 

  ・内閣府 男女共同参画局 推進課 

   積極措置政策調整官（ポジティブアクション） 松川伸治 様 

  ・内閣府 男女共同参画局 推進課 

   係長 山﨑いずみ 様 

 

◾️政治分野におけるハラスメントの防止について 

第１章 ハラスメントとは 

相手の人格や尊厳を侵す人権問題。 

・被害者は、心身に支障を来し、最悪の場合には自死を選ぶ場合もあります。 

・加害者は、刑事上、民事上の責任を問われる場合もあります。 

・ハラスメントが起きた組織は、ハラスメントを妨げない組織として信用が失墜す

ることが想定されます。 

 ハラスメント類型Ⅰ パワーハラスメント 

職場において行われる 

・優越的な関係を背景とした言動であって、 

・業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 

・本人の就業環境が害されるもの 

を言い、必ずしも上の立場の人から下の立場の人へ行われることに限りません。 

①身体的な攻撃：暴行・障害 

②精神的な攻撃：脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 

③人間関係の切り離し：隔離・仲間外し・無視・言うことを聞かない 

④過大な要求：業務上明らかに不要なことや遂行不能なことの強制・仕事の妨害 

⑤過小な要求：業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命

じることや仕事を与えないこと 
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⑥個の侵害：私的なことに過度に立ち入ること 

 ハラスメント類型Ⅱ セクシャルハラスメント 

①対価型セクシュアルハラスメント：職場において行われる本人の意に反する性

的な言動に対する本人の対応により、当該本人が解雇・昇格・減給等の不利益を

受けること 

②環境型セクシュアルハラスメント：職場において行われる本人の意に反する性

的な言動により業務環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響

が生じる等、当該本人が職務を行う上で看過できない程度の支障が生じること 

 ハラスメント類型Ⅲ マタニティハラスメント 

①制度等の利用への嫌がらせ型：産休や育休等の制度等の利用に関する言動によ

り就業環境を害されるもの 

 例：「産休を取るようでは今後重要な仕事は任せられない」 

②状態への嫌がらせ型：妊娠・出産したこと等に関する言動により就業環境が害

されるもの 

 例：「妊娠するようでは自覚が足りないのでは」 

 〜固定的な性別役割分担意識〜 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも関

わらず、「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務、女性は補助的業務」等の

ように、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方。 

制度上、そういう風に決めているものはどこにもないにも関わらず、なんとなく

そのような構造が存在する。このような考え方は、ハラスメント行為につながり

得るものであり、払拭しなければなりません。 

社会的な性の格差をジェンダーギャップと言うが、とある市役所でキャリアパス

を男女別で調べたところ、男性は企画から実施について色々な部署で色々な業務

にあたることができているが、女性は窓口や税務などいわゆる内部的な業務が多

く、建設部や水道部においては女性が優位に少なかった。これは意図的ではない

が、なぜかそういう差が生まれています。 

また、男女間の賃金格差について男女共同参画局では行政部門について公開して

いるが、ほとんど全ての自治体で男性の賃金を 100 とした場合、女性は 100 を下

回る。これは職員全体だけではなく、20 代からすでに差があることがわかってい

ます。 

例えば妊娠した職員を良かれと思って残業の少ない部署に異動させた場合につい

ても、本人が「妊娠したから閑職に追い込まれたのだ」と感じれば、それはハラ

スメントになりうる。 
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第２章 アンケート調査からみたハラスメント実態（政治部門） 

 内閣府・障壁調査からみたハラスメント実態 

 女性の政治参画への障壁等に関する調査研究報告書 

 １．男女の地方議会議員に対するアンケート調査結果 

  議員活動を行う上での課題のうち、男女の差が大きい項目は 

  ・性別による差別やセクシュアルハラスメント 

  ・議員生活と家庭生活（家事、育児、介護等）との両立 

議員活動や選挙活動中に有権者や支援者、議員等からハラスメントを受

けたかという質問に対して全体の 42.3%、男性の 32.5%、女性の 57.6%

がいずれかのハラスメント行為を受けたと回答 

男女の差が大きい項目は 

・性別に基づく侮辱的な態度や発言 

・身体的暴力やハラスメント（殴る、触る、抱きつくなど） 

有効な取り組みについては、議会における「議員向け研修」「規定の整

備」「相談窓口の設置」が上位。 

 ２．立候補を検討したが断念した者に対するアンケート調査結果 

立候補を検討している時または立候補準備中に、有権者や支援者、議員

等からハラスメントを受けたかという質問に対して、全体の 61.8%、男

性の 58.0%、女性の 65.5%がいずれかのハラスメント行為を受けたと回

答。 

男女の差が大きい項目は 

・性別に基づく侮辱的な態度や発言 

・年齢、婚姻状況、出産や育児などプライベートな事柄についての批判

や中傷 

  政治分野におけるハラスメント防止研修教材等の作成に関する検討会 

議員活動や選挙活動中に有権者や他の議員等から実際に受けたまたは見聞きした

ハラスメント事例を収集 

調査結果① 議員よりも有権者からのハラスメント行為が多かった 

 議員  616 件（46.5%） 

 有権者 708 件（53.5%） 

調査結果② 事例ごとのハラスメント類型件数と割合 
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第３章 ハラスメント対策としての法整備 

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（平成 30 年 5 月 23 日法律第 28

号）[概要] 赤文字は令和 3 年 6 月 16 日法律第 67 号による主な改正事項 

 １．目的（第１条） 

政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同

して参画する民主政治の発展に寄与する。 

２．基本原則（第２条） 
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１ 衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、政党等の政治活動の自由

を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指し

て行われるものとする 

２ 男女がその個性と能力を十分に発揮できるようにする 

３ 家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるようにする 

４ 政党その他の政治団体が自主的に取り組むほか、衆議院、参議院及び地

方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機関等が適切

な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組むものとする。 

 ３．責務等（第３条及び第４条） 

国及び地方公共団体の責務 

国及び地方公共団体は、政党等の政治活動の自由及び選挙の公正を確保

しつつ、必要な施策を策定し、実施する 

政党その他の政治団体の努力 

当該政党等に所属する男女のそれぞれの黄色の候補者の数に係る目標の

設定、選定方法の改善、人材育成、公職等にある者及び公職の候補者に

ついての性的な言動、妊娠または出産に関する言動等に起因する問題の

発生の防止及び適切な解決その他の事項について、自主的に取り組むよ

う努めるものとする。 

 ４．法制上の措置等（第５条） 

政治分野における男女共同参画の推進に関する施策を実施するため必要な法

制上又は財政上の措置を講ずるものとする。 

 ５．基本的施策 

実態の調査及び情報の収集等（第６条）、啓発活動（第７条）、環境整備（第

８条）(*1)、性的な言動等に起因する問題への対応（防止に資する研修の実

施、相談体制の整備等）（第９条）、人材の育成等（第１０条）(*2)、その他

の施策（第１１条） 

*1 施策の例示として、妊娠、出産、育児、介護等の家庭生活との両立

支援のための体制整備を明記 

*2 施策の例示として、議会における審議を体験する機会の提供、講演

会等の開催の推進を明記 

これにより、ハラスメントへの対応が法律上も明文化されたため、自治体でも

現在進んできています。 

総務省による令和５年６月時点での調査では、ハラスメントについての規定を整

備して相談体制を構築しているのは 1,788 団体の内 88.4%。 

また、職員への周知や研修は 95%以上が実施。 

中津川市ではハラスメントについての規定、研修実施はなされているが、他の機
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関や事業者との間でのハラスメントについて、なんらかの措置がなされているか

という質問項目に対し、「措置はなされているが、規定など明文化されたものは

ない」という状態。また、地方公務員法上できる人権委員会・公平委員会等の苦

情相談が可能、という周知がなされていないので、もう一歩。 

一方、岐阜県はモデルケースとして取り上げられる程の整備状況なので、アドバ

イスを求めると良い。 

 

第４章 動画教材から学ぶハラスメント事例 

「政治分野におけるハラスメント防止研修教材」について 

１．作成の目的・経緯 

・令和２年に内閣府男女共同参画局が地方議員を対象に実施した「女性の政治

参画への障壁等に関する調査研究」においては、議員活動や選挙活動におい

て、有権者や支援者、議員等からハラスメントを受けたかという質問に対し

て、全体の 42.3%、男性の 32.5%、女性の 57.6%がいずれかのハラスメント

行為を受けたと回答 

・ハラスメントをなくすために有効な取り組みとして、議会による「議員向け

研修」と回答した割合が、男性、女性ともに６割以上で最も高く、政治分野

におけるハラスメント防止の取組は、政治分野の男女共同参画を進める上で

の喫緊の課題 

・令和６年３月に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が、

議員立法により改正され、内閣府を含む関係行政機関等が適切な役割分担の

下でそれぞれ積極的に取り組むこと（第２条第４項）のほか、国及び地方公

共団体は、セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメント等の発生の

防止に資するため、研修の実施等の必要な施策を講ずる旨の規定（第９条）

が追加 

・「令和３年度政治分野におけるハラスメント防止研修教材」等の作成に関す

る検討会を開催 

２．教材の特徴 

・内閣府男女共同参画局において、全国の地方議会議員を対象に、令和 3 年 10

月 14 日(木)から 11 月 14 日(日)専用投稿サイト解説、収集したハラスメント

事例 1,324 件の事例を基に作成。 

・事例の紹介にあたっては、単にハラスメント行為のみを示すのではなく、ス

トーリー仕立てにして、ハラスメントが発生する動機や人間関係等の背景に

ついても描いた上で問題点を解説。 

・政府における初の取組として、各議会等においてハラスメント防止研修を実

施する際に活用できる教材を動画で作成し、令和 4 年 4 月 12 日(火)に内閣府
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男女共同参画局公式 Youtube チャンネルで公表。 

３．公表対応 

・衆議院及び参議院の事務局、都道府県議会及び市町村の議会、地方三議長

会、地方公共団体の所管部局等宛に通知を発出し、本教材の情報提供等を実

施。 

・ハラスメント防止研修の実施状況等とあわせ、本教材の活用状況について定

期的に把握 

  

第５章 地方議会におけるハラスメント対策 

 地方議会におけるハラスメント対策事例① 

 １．規定の整備 

・市議会議員政治倫理要綱を制定し、「議員は、セクシュアルハラスメント、

パワーハラスメントなど、性別等の個人の属性あるいは人格に関わる事項に

関する言動によって、相手方に不利益や不快感を与え、あるいはその尊厳を

損なう行為をしてはならない」と規定。【愛媛県松山市】 

・行為者に市長や議員も想定した「ハラスメントの防止等に関する指針」を整

備。【東京都狛江市】 

・市議会ハラスメント根絶条例を設定。【埼玉県川越市】 

 ２．研修の実施 

・全議員を対象として、セクシュアルハラスメントに関する研修を実施すると

ともに、セクシュアルハラスメントに関する認識度を確認するため、アンケ

ートを実施しその結果を議員に報告するなど、意識啓発を推進（平成３０年

度）。【愛媛県】 

・議員を対象として、ハラスメントに関する研修を実施。【愛媛県市議会議長

会】 

・議員を対象として、人権・ハラスメントに関する研修を実施。研修では、外

部講師を招き、「明るく働きやすい職場・地域のために STOP!ハラスメント」

と題して講演（今後も定期的にハラスメントに関する研修を実施する予

定）。【大分県】 

・西彼杵郡町議会正副議長会主催の議員研修会において、郡内議員に対し、セ

クシュアルハラスメント及びパワーハラスメントについての研修会を実施し

た。【長崎県西彼杵郡町議会正副議長会】 

・議員を対象として、セクシュアルハラスメントに関する研修を実施。【福岡

県嘉麻市、福岡県那珂川市、佐賀県小城市等】 

・改選に伴う議員向けの研修で人権研修（ハラスメントに関する内容を含む）

を実施。【福岡県北九州市】 
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 地方議会におけるハラスメント対策事例② 

福岡県における議会関係ハラスメントを根絶するための条例（令和 4 年 6 月 21

日成立、7 月 5 日公布） 

＜条例の主な内容＞ 

・議会関係ハラスメント相談窓口設置。 

県議会議員のほか、県議会議員になろうとする者や、県内市町村議会に

おけるハラスメントについても、相談体制を整備。有権者からのハラス

メントについても相談の対象。 

・議長は弁護士等を相談員に委嘱。ハラスメントによる被害の申立があった場

合、相談員は必要な調査を行い、助言。 

・県議会関係事案は必要に応じて議長に報告。議長は、報告を踏まえ、注意喚起 

等の被害防止措置を講ずる。 

・議長は相談の受付・対応状況を随時公表 

※福岡県議会議長声明により、統一地方選後に、全ての候補者に対しハ

ラスメント被害の有無等に関するアンケート調査等を実施。 

→議長に報告すると、セカンドレイプが起きる可能性があるのでは？という懸念

もありこれが完成形ではなく、今後も有効な対策を協議していく必要がある。 

 

第６章 諸外国におけるハラスメント対策 

 列国議会同盟（IPU）における取組み 

 女性議員に対する暴力等の解決策に関する列国議会同盟（IPU）の提言 

・議会における女性に対する暴力、性差別、嫌がらせを防止するための法律

の制定 

・効果的で機密性の高い苦情調査・処理のメカニズムの構築、相談ホットラ

インの設置 

・調停、内部フォローアップ調査体制の構築 

・議会の対応方針の強化、女性議員間の連携 

・議会の規則、行動規範、倫理規定、ガイドライン等において、不適切な行

為やハラスメントの防止について明確な定義を持ち、議員・議会スタッフ

への適用を明記 

・嫌がらせや暴力の被害者への支援・カウンセリングサービスの提供 

・予防と意識啓発、職場での研修等の機会の提供 

・国会議員とその職員の安全を確保するための、議会のセキュリティ強化 

・オンラインやその他の形態のサイバー・ハラスメントへの対応 

・議会内での取り組みの定期的な監視、その有効性についての評価 
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  諸外国における具体的事例 

メキシコの事例「政治分野におけるジェンダーに基づく女性への暴力に取り組む

議定書（2016 年）」 

ジェンダー暴力を定義した上で、司法府や行政機関が果たすべき役割を

特定し、被害が生じた場合の相談、訴追、保護プロセスを定めること

で、司法・行政機関の職員がジェンダー暴力に対する共通認識を構築

し、期間横断的に効果的に調整・連携して被害者を保護できるようにす

ることを目的としたガイドライン。 

ジェンダー暴力の存在をまず正面から認めることを重視し、その上でこ

れに含まれるものとして、圧力、糾弾、ハラスメント、抑圧、嫌がら

せ、差別、脅迫、自由や生命の剥奪などを例示することで、既存の法律

にさらに明瞭な罰則を追加するよう促すものである。 

カナダの事例「セクシュアル・ハラスメントに関する行動規範（2015 年）」 

2015 年、議院運営委員会の下に設置された小委員会が起草したもので、

議員間のセクシュアルハラスメントの訴えを裁定する新しい行動規範を

採択し、議事規則の附則として加えられた。 

同規範はセクシュアルハラスメントの禁止を定め、議員にセクシュアル

ハラスメントのない職場環境への貢献を約束する宣誓書を議会の人事責

任者に提出することを求める。実際にセクシュアルハラスメントが起き

た場合の告発と調査、解決の手続きを定めている。 

韓国の事例「選挙運動における性別等によるハラスメントの禁止（罰則規定）」 

公職選挙法第 110 条により、選挙運動のために、性別等を理由に公的な

差別的な発言や貶めたり、屈辱してはならないとしている。違反した場

合は、1 年以下の懲役又は 200 万ウォン（約 20 万円）以下の罰金が課

される。 

中央選挙管理委員会は、選挙の 60 日前から選挙後 10 日後までの間、サ

イバー・ハラスメントを含めた法律に違反する行為に関する証拠の収集

や調査活動を行う。 
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手段についてご存知ない方も多いと思われるので、このような方法があるよとい

うことを周知いただくだけでも、トラブルの解決に有効なのではないか。 
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質疑応答 

 Q：私どもは取り組んでこなかったが、こういったことが最近話題になる。そういった

中で一つお伺いしたいが、最近になって市役所の職員がネームを苗字だけにした。あ

れは国でそういう指導をされたのか。また、どんな効果があるのかお聞きしたい。 

 A：国の方で全体的な通知が出ているかはわからないが、少なくとも内閣府の方でそう

した通知は、議会のかたを含め出していない。おそらく、その施策をとっている自治

体は数が少ない事実を鑑みても、各自治体で自主的にご判断をいただいている結果だ

と考えます。民間企業、特筆してコンビニなんかはそうですが、名前がフルネームで

書いてあると、ネット社会の中で調べればどこに住んでいて、どのような家族構成

で、ということもわかってしまいます。場合によっては何か嫌がらせをしてやろう、

住所がわかれば物を送りつけてやろう、というような加害行為が可能になります。自

治体においては、できるだけ職員のプライバシーを守るという意味で取り組まれてい

るのではないかと推察します。 

 Q：条例を作っている最中ですが、現在は事前調査をして、本当にあったかどうかの確

認をしながら、最終的には調査委員会というか審査委員会で調査をしてもらうが、全

国的には第三者委員会の設置が多いのか。今のところうちは 5 人の人間で調査をする

内、2 名が議員で 3 名が一般の有識者という形にしようかと思っている。第三者委員

会だけだとある程度専門的に最初に頼んでいかないといけない。というところで悩ん

でいるがそれでもよろしいものでしょうか。 

A：どういう形でないとダメ、というのはない。何か法令があって自治体の方々に義務を

課すということ自体が、余程のことでないと国の方からはかけられない。基本的には

実情に応じて取りやすい方法を選んでいただいています。すでに置かれている人権委

員会や公平委員会を活用して相談窓口にされるケースもあるので、必ずしも全ての自

治体でそのための固有の第三者委員会を設けているわけではない。人件費等の関係で

まずはその組織の活用を考えてみてもいい。この構成ではワークしない、という可能

性もあるが、一般的な判断の下で公平性が担保されるような構成ならいいのではない

か。 

 Q：SNS によるハラスメントについて。資料に「SNS、メール等による中傷、嫌がらせ」

とあるようにそこが主になってくるかと思うが、例えば SNS 上のやり取りで、受け取

る側が嫌だと思えばハラスメントになるという点において、何か気をつけた方がいい

ということはありますか。 

 A：プライバシーの侵害もハラスメントになりうる。例えば議員のことを応援しようと

思って「A 議員は子育てに一生懸命で、こういう家族構成で、この前も家族を大事に

頑張っておられました」ということを書いたが、A 議員としては、家族構成や子ども

がどこに通っているかなどを、ネット上に載せられたくなかった。と思うかもしれな

い。攻撃的なことであれば、誰が受け止めても嫌だと考えられるが、このようなケー
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スは”良かれ”と思ってしまいがちなので気をつけた方がいいかもしれない。後輩議員

に懇切丁寧に教えたら「長い時間を拘束されて不快だった」とパワハラを訴えた事例

もあったりしたので、基本的にはまず、自分に置き換えて嫌かどうか？をまずは考え

てみるといいのでは。関係ができてないうちに立ち入ったりすると問題になりやすい

という相対的な面もあります。 

 

  視察研修のまとめ・所見 

   ハラスメントは、気づかずに、あるいは良かれと思ってやってしまったこともハラ

スメントになる可能性があります。現在は、そういう時代だということを自覚し、よ

り良い市政環境、ひいては地域を作っていくために必要なこと、それがハラスメント

対策だと考えます。結果的に、女性議員の増加を含め、議会が多様なものになること

によって、今の複雑化した社会的課題を地域から解決していく、そのような政治基盤

が築き上げられれば、中津川市が良くなっていくと考えます。 

 

以上 


